
 

 

さいたま市水道局企業管理規程第６号 

 さいたま市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程を次のように

定める。 

  令和８年３月３１日 

 

さいたま市水道事業管理者 小 島 豪 彦 

 



 

 

   さいたま市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程 

第１条 さいたま市水道局企業職員の給与に関する規程（平成１３年さいたま市水道

部企業管理規程第２８号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

  ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

  ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

  ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （初任給、昇格、昇給等の基準） 

第７条 ［略］ 

２～５ ［略］ 

６ 第４項の規定により職員（次項各号に掲げる職

員を除く。以下この項において同じ。）を昇給さ 

 せるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、

 同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し

た職員の昇給の号給数を４号給（給料表の適用を

受ける職員でその職務の級が５級以上であるもの

にあっては、３号給）とすることを標準として管 

 理者が別に定める基準に従い決定するものとする。

 

７ 次の各号に掲げる職員の第４項の規定による昇

給は、同項に規定する期間における当該職員の勤

務成績が極めて良好又は特に良好である場合に限

り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数

は、勤務成績に応じて管理者が別に定める基準に

従い決定するものとする。 

 ⑴ ５５歳を超える職員 

 ⑵ 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が

７級又は８級の職員 

８～１２ ［略］ 

 

（扶養手当） 

第９条 扶養手当の月額は、給与条例第５条第２項

第１号に該当する扶養親族については３，０００

円、同項第２号に該当する扶養親族（以下この条

において「扶養親族たる子」という。）について

は１人につき１１，５００円、同項第３号から第

６号までのいずれかに該当する扶養親族について

は１人につき６，５００円とする。 

２ 扶養親族たる子のうちに満１５歳に達する日後

の最初の４月１日から満２２歳に達する日以後の

（初任給、昇格、昇給等の基準） 

第７条 ［略］ 

２～５ ［略］ 

６ 第４項の規定により職員（次項の適用を受ける

職員を除く。以下この項において同じ。）を昇給

させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数

は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤

務した職員の昇給の号給数を４号給（給料表の適

用を受ける職員でその職務の級が５級以上である

ものにあっては、３号給）とすることを標準とし

て管理者が別に定める基準に従い決定するものと

する。 

７ ５５歳を超える職員の第４項の規定による昇給

は、同項に規定する期間における当該職員の勤務

成績が極めて良好又は特に良好である場合に限り 

 行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、

 勤務成績に応じて管理者が別に定める基準に従い

決定するものとする。 

 

 

 

８～１２ ［略］ 

 

（扶養手当） 

第９条 扶養手当の月額は、給与条例第５条第２項

第１号及び第３号から第６号までのいずれかに該

当する扶養親族については１人につき６，５００

円、同項第２号に該当する扶養親族（以下この条

において「扶養親族たる子」という。）について

は１人につき１０，０００円とする。 

 

２ 扶養親族たる子のうちに満１５歳に達する日後

の最初の４月１日から満２２歳に達する日以後の



 

 

最初の３月３１日までの間にある子がいる場合に

おける扶養手当の月額は、前項の規定にかかわら

ず、５，０００円に当該期間にある当該扶養親族

たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額

に加算した額とする。 

 

３ 新たに給与条例第５条第１項の職員たる要件を

具備するに至った職員は、別に定める扶養親族届

により、その旨を速やかに管理者に届け出なけれ

ばならない。扶養手当を受けている職員の届出に

係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その 

 他の扶養の事実等に変更があった場合についても、

同様とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 前項の規定にかかわらず、扶養の事実等を認定

することができる場合として管理者が定める場合

には、同項の規定による届出を要しない。 

５ ［略］ 

６ 給与条例第５条第２項に規定する他に生計の途

がなく主としてその職員の扶養を受けている者に

は、次に掲げる者は含まれないものとする。 

 ⑴ 職員の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関 

  係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）、

  兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所そ

の他のこれに相当する手当の支給の基礎となっ

ている者 

⑵ 年額１３０万円以上（満１８歳に達する日後 

の最初の４月１日から満２２歳に達する日以後 

の最初の３月３１日までの間にある者にあって 

は、年額１５０万円以上）の恒常的な所得があ 

ると見込まれる者 

⑶ ［略］ 

７ ［略］ 

８ 扶養手当の支給は、職員が新たに給与条例第５

条第１項の職員たる要件を具備するに至った日の 

 属する月の翌月（その日が月の初日であるときは、

 その日の属する月）から開始し、職員が同項に規

定する要件を欠くに至った日の属する月（その日

が月の初日であるときは、その日の属する月の前

月）をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の

開始については第３項の規定による届出が、これ

に係る事実の生じた日から１５日を経過した後に

されたときは、その届出を受理した日の属する月

最初の３月３１日までの間（以下「特定期間」と

いう。）にある子がいる場合における扶養手当の

月額は、前項の規定にかかわらず、５，０００円

に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じ

て得た額を同項の規定による額に加算した額とす

る。 

３ 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又

は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じ

た場合においては、その職員は、直ちに別に定め

る扶養親族届によりその旨を管理者に届け出なけ

ればならない。 

 

 

⑴ 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った 

者がある場合 

⑵ 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場 

合（扶養親族たる子又は給与条例第５条第２項 

第３号若しくは第５号に該当する扶養親族が、 

満２２歳に達した日以後の最初の３月３１日の 

経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った 

場合を除く。） 

 

 

 

４ ［略］ 

５ 給与条例第５条第２項に規定する他に生計の途

がなく主としてその職員の扶養を受けている者に

は、次に掲げる者は含まれないものとする。 

⑴ 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当 

又は民間事業所その他のこれに相当する手当の 

支給の基礎となっている者 

 

 

⑵ 年額１３０万円以上の恒常的な所得があると 

見込まれる者 

 

 

 

⑶ ［略］ 

６ ［略］ 

７ 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶

養親族がある場合においてはその者が職員となっ

た日、職員に扶養親族で第３項の規定による届出

に係るものがない場合においてその職員に同項第

１号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生

じた日の属する月の翌月（これらの日が月の初日

であるときは、その日の属する月）から開始し、

扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡し

た場合においてはそれぞれその者が離職し、又は

死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親



 

 

の翌月（その日が月の初日であるときは、その日

の属する月）から行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 扶養手当を受けている職員にその月額を変更す 

べき事実が生じたときは、その事実の生じた日の 

属する月の翌月（その日が月の初日であるときは 

、その日の属する月）からその支給額を改定する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０ 第８項ただし書の規定は、扶養手当の月額を

増額して改定する場合について準用する。 

１１ ［略］ 

 

 （住居手当） 

第１１条 給与条例第７条の管理者が定める額は、

月額１万６，０００円とし、管理者が別に定める

職員は、次に掲げる職員とする。 

⑴ ［略］ 

⑵ 職員の扶養親族たる者（職員の配偶者で他に 

生計の途がなく主として当該職員の扶養を受け 

ているもの及び給与条例第５条第２項に規定す 

る扶養親族をいう。以下この号において同じ。 

）が所有する住宅、職員の配偶者、父母又は配 

偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外の者 

が所有し、又は借り受け、居住している住宅及 

び職員の扶養親族たる者が所有権の移転を一定 

期間留保する契約により購入した住宅並びに管 

理者がこれらに準ずると認める住宅の全部又は 

一部を借り受けて当該住宅に居住している職員 

 

２～８ ［略］ 

 

（通勤手当） 

第１２条 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員

族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶

養親族たる要件を欠くに至った場合においてはそ

の事実が生じた日の属する月（これらの日が月の

初日であるときは、その日の属する月の前月）を

もって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始に

ついては、同項の規定による届出が、これに係る

事実の生じた日から１５日を経過した後にされた

ときは、その届出を受理した日の属する月の翌月

（その日が月の初日であるときは、その日の属す

る月）から行うものとする。 

８ 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実

が生じた場合においては、その事実が生じた日の 

 属する月の翌月（その日が月の初日であるときは、

 その日の属する月）からその支給額を改定する。

前項ただし書の規定は、第１号に掲げる事実が生

じた場合における扶養手当の支給額の改定につい

て準用する。 

⑴ 扶養手当を受けている職員に更に第３項第１ 

号に掲げる事実が生じた場合 

⑵ 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第３ 

項の規定による届出に係るものの一部が扶養親 

族としての要件を欠くに至った場合 

⑶ 職員の扶養親族たる子で第３項の規定による 

届出に係るもののうち特定期間にある子でなか 

った者が特定期間内にある子となった場合 

 

 

９ ［略］ 

 

 （住居手当） 

第１１条 給与条例第７条の管理者が定める額は、

月額１万６，０００円とし、管理者が別に定める

職員は、次に掲げる職員とする。 

⑴ ［略］ 

⑵ 配偶者（婚姻の届出をしていないが事実上婚 

姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。

）、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族 

たる者（給与条例第５条に規定する扶養親族で 

第９条第３項の規定による届出がされている者 

に限る。以下同じ。）以外のものが所有し、又 

は借り受け、居住している住宅、職員の扶養親 

族たる者が所有する住宅及び職員の扶養親族た 

る者が所有権の移転を一定期間留保する契約に 

より購入した住宅並びに管理者がこれらに準ず 

ると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当 

該住宅に居住している職員 

２～８ ［略］ 

 

（通勤手当） 

第１２条 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員



 

 

の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

 ⑴ 給与条例第８条第１号に掲げる職員 支給単

位期間（通勤手当の支給の単位となる期間とし

て６月を超えない範囲内で１月を単位として第

２４項で定める期間（自動車等及び自動車等の

駐車のための施設（その所在地及び利用形態が

次に掲げる要件を満たすものに限る。以下この

条において「駐車場等」という。）に係る通勤

手当にあっては、１月）をいう。以下同じ。）

につき、第１２項、第１３項及び第１５項に定

めるところにより算出した当該職員の支給単位

期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額（

以下この条において「運賃等相当額」という。

）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ア 勤務公署の周辺又は規程第１２条第６項の 

   規定に基づき決定し、若しくは改定する手当

額の基礎となる経路若しくはこれに準じるも

のとして別で定める経路上にある交通機関の

駅、停留所等の周辺にある施設であること。 

  イ 職員が自転車を駐車するために使用する施

設（自転車以外の自動車等の駐車のための部

分と、自転車の駐車のための部分が同一の施

設にある場合は、当該自転車の駐車のための

部分に限る。）でないこと。 

  ウ その利用について職員の配偶者又は給与条

例第５条第２項に規定する扶養親族（職員の

配偶者の扶養親族を含む。）に料金を支払う

こととなる施設でないこと。 

  エ 職員自ら１月以上借り受けている施設であ

ること。 

 ⑵ 給与条例第８条第２号に掲げる職員 支給単

位期間につき、次のアからナまでに掲げる自動

車等の使用距離の区分に応じ、当該アからナま

でに定める額（定年前再任用短時間勤務職員又

は育児短時間勤務職員等のうち、平均１月当た

りの通勤所要回数が１０回に満たない職員にあ

っては、その額から、その額に１００分の５０

を乗じて得た額を減じた額） 

ア 片道５キロメートル未満 ２，０００円 

 

 

イ 片道５キロメートル以上１０キロメートル 

の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

 ⑴ 給与条例第８条第１号に掲げる職員 支給単

位期間（通勤手当の支給の単位となる期間とし

て６月を超えない範囲内で１月を単位として第

２０項で定める期間（自動車等に係る通勤手当

にあっては、１月）をいう。以下同じ。）につ

き、第８項、第９項及び第１１項に定めるとこ

ろにより算出した当該職員の支給単位期間の通

勤に要する運賃等の額に相当する額（以下この

条において「運賃等相当額」という。）。ただ

し、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除し

て得た額（以下この条において「１月当たりの

運賃等相当額」という。）が５万５，０００円

を超えるときは、支給単位期間につき、５万５ 

  ，０００円に支給単位期間の月数を乗じて得た

額（当該職員が２以上の交通機関等を利用する

ものとして当該運賃等の額を算出する場合にお

いて、１月当たりの運賃等相当額の合計額が５

万５，０００円を超えるときは、当該職員の通

勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給

単位期間につき、５万５，０００円に当該支給

単位期間の月数を乗じて得た額） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑵ 給与条例第８条第２号に掲げる職員 次に掲

げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、

それぞれ次に定める額（定年前再任用短時間勤

務職員又は育児短時間勤務職員等のうち、平均

１月当たりの通勤所要回数が１０回に満たない

職員にあっては、その額から、その額に１００

分の５０を乗じて得た額を減じた額） 

   

ア 自動車等の使用距離（以下この号において 

「使用距離」という。）が片道５キロメート 

ル未満である職員 ２，０００円 

イ 使用距離が片道５キロメートル以上１０キ 



 

 

未満 ４，２００円 

ウ 片道１０キロメートル以上１５キロメート 

ル未満 ７，３００円 

エ 片道１５キロメートル以上２０キロメート 

ル未満 １万４００円 

オ 片道２０キロメートル以上２５キロメート 

ル未満 １万３，５００円 

 

カ 片道２５キロメートル以上３０キロメート 

ル未満である職員 １万６，６００円 

 

キ 片道３０キロメートル以上３５キロメート 

ル未満 １万９，７００円 

 

ク 片道３５キロメートル以上４０キロメート 

ル未満 ２万２，８００円 

 

ケ 片道４０キロメートル以上４５キロメート 

ル未満 ２万５，９００円 

 

コ 片道４５キロメートル以上５０キロメート 

ル未満 ２万９，１００円 

 

サ 片道５０キロメートル以上５５キロメート 

ル未満 ３万２，３００円 

 

シ 片道５５キロメートル以上６０キロメート 

ル未満 ３万５，５００円 

   

ス 片道６０キロメートル以上６５キロメート 

ル未満 ３万８，７００円 

  セ 片道６５キロメートル以上７０キロメート

ル未満 ４万２，２００円 

ソ 片道７０キロメートル以上７５キロメート 

ル未満 ４万５，７００円 

タ 片道７５キロメートル以上８０キロメート 

ル未満 ４万９，２００円 

チ 片道８０キロメートル以上８５キロメート 

ル未満 ５万２，７００円 

ツ 片道８５キロメートル以上９０キロメート 

ル未満 ５万６，２００円 

テ 片道９０キロメートル以上９５キロメート 

ル未満 ５万９，６００円 

ト 片道９５キロメートル以上１００キロメー 

トル未満 ６万３，０００円 

ナ 片道１００キロメートル以上 ６万６，４ 

００円 

 ⑶ 給与条例第８条第３号に掲げる職員 普通交

通機関等（新幹線鉄道等の特別急行列車、高速

自動車国道その他の交通機関等（以下「新幹線

ロメートル未満である職員 ４，２００円 

ウ 使用距離が片道１０キロメートル以上１５ 

キロメートル未満である職員 ７，３００円 

エ 使用距離が片道１５キロメートル以上２０ 

キロメートル未満である職員 １万４００円 

オ 使用距離が片道２０キロメートル以上２５ 

キロメートル未満である職員 １万３，５０ 

０円 

カ 使用距離が片道２５キロメートル以上３０ 

キロメートル未満である職員 １万６，６０ 

０円 

キ 使用距離が片道３０キロメートル以上３５ 

キロメートル未満である職員 １万９，７０ 

０円 

ク 使用距離が片道３５キロメートル以上４０ 

キロメートル未満である職員 ２万２，８０ 

０円 

ケ 使用距離が片道４０キロメートル以上４５ 

キロメートル未満である職員 ２万５，９０ 

０円 

コ 使用距離が片道４５キロメートル以上５０ 

キロメートル未満である職員 ２万９，１０ 

０円 

サ 使用距離が片道５０キロメートル以上５５ 

キロメートル未満である職員 ３万２，３０ 

０円 

シ 使用距離が片道５５キロメートル以上６０ 

キロメートル未満である職員 ３万５，５０ 

０円 

ス 使用距離が片道６０キロメートル以上であ 

る職員 ３万８，７００円 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑶ 給与条例第８条第３号に掲げる職員 交通機 

関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しない 

で徒歩により通勤するものとした場合の通勤距 



 

 

鉄道等」という。）以外の交通機関等をいう。

以下同じ。）を利用せず、かつ、自動車等を使

用しないで徒歩により通勤するものとした場合

の通勤距離、普通交通機関等の利用距離、自動

車等の使用距離等の事情を考慮して次項に定め

る区分に応じ、前２号に定める額、第１号に定

める額又は前号に定める額 

 

 

２ 前項第３号に規定する給与条例第８条第３号に

掲げる職員の区分及びこれに対応する前項第３号 

 に規定する通勤手当の額は、次に掲げる額とする。

 ⑴ 給与条例第８条第３号に掲げる職員（普通交

通機関等を利用しなければ通勤することが著し

く困難である職員以外の職員であって、その利

用する普通交通機関等が通常徒歩によることを

例とする距離内においてのみ利用しているもの

であるものを除く。）のうち、自動車等の使用

距離が片道２キロメートル以上である職員及び

その距離が片道２キロメートル未満であるが自

動車等を使用しなければ通勤することが著しく

困難である職員 前項第１号及び第２号に定め

る額 

  

 

 

 

 

 ⑵ 給与条例第８条第３号に掲げる職員のうち、 

運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除し 

て得た額（普通交通機関等が２以上ある場合に 

おいては、その合計額。以下「１月当たりの運 

賃等相当額等」という。）が前項第２号に定め 

る額（駐車場等を利用し、その料金を負担する 

ことを常例とする職員（次号において「駐車場 

等利用職員」という。）にあっては、その額に 

第５項第１号に定める額を加算した額）以上で 

ある職員（前号に掲げる職員を除く。） 前項 

第１号に定める額 

 ⑶ 給与条例第８条第３号に掲げる職員のうち、

  １月当たりの運賃等相当額等が前項第２号に定

  める額（駐車場等利用職員にあっては、その額

  に同条第５項第１号に定める額を加算した額）

  未満である職員（第１号に掲げる職員を除く。

  ） 前項第２号に定める額 

３ 遠方に居住する職員で、育児、介護等のやむを

得ない事情がある者として管理者が定めるものの

うち、第１項第１号又は第３号に掲げる職員で、

通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に

係る特別料金等（その利用に係る運賃等の額から

離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距 

離等の事情を考慮して次項に定める区分に応じ、

前２号に定める額（１月当たりの運賃等相当額 

及び前号に定める額の合計額が５万５，０００ 

円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る 

支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につ 

き、５万５，０００円に当該支給単位期間の月 

数を乗じて得た額）、第１号に定める額又は前 

号に定める額 

２ 前項第３号に規定する給与条例第８条第３号に

掲げる職員の区分及びこれに対応する前項第３号 

 に規定する通勤手当の額は、次に掲げる額とする。

 ⑴ 給与条例第８条第３号に掲げる職員（交通機

関等を利用しなければ通勤することが著しく困

難である職員以外の職員であって、その利用す

る交通機関等が通常徒歩によることを例とする

距離内においてのみ利用しているものであるも

のを除く。）のうち、自動車等の使用距離が片

道２キロメートル以上である職員及びその距離

が片道２キロメートル未満であるが自動車等を

使用しなければ通勤することが著しく困難であ

る職員 前項第１号及び第２号に定める額（１

月当たりの運賃等相当額及び同項第２号に定め

る額の合計額が５万５，０００円を超えるとき

は、その者の通勤手当に係る支給単位期間のう

ち最も長い支給単位期間につき、５万５，００

０円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額

） 

⑵ 給与条例第８条第３号に掲げる職員のうち、

１月当たりの運賃等相当額（２以上の交通機関

等を利用するものとして通勤手当を支給される

場合にあっては、その合計額。以下「１月当た

りの運賃等相当額等」という。）が前項第２号

に定める額以上である職員（前号に掲げる職員

を除く。） 前項第１号に定める額 

 

 

 

 

⑶ 給与条例第８条第３号に掲げる職員のうち、

１月当たりの運賃等相当額等が前項第２号に定

める額未満である職員（第１号に掲げる職員を

除く。） 前項第２号に定める額 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当す

る額を減じた額をいう。第１号及び次項において

同じ。）を負担することを常例とするものの通勤

手当の額は、前２項の規定にかかわらず、次の各

号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定

める額とする。 

 ⑴ 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る

通勤手当 支給単位期間につき、管理者の定め

るところにより算出した当該職員の支給単位期

間の通勤に要する特別料金などの額に相当する

額（第６項及び第１８項において「特別料金等

相当額」という。） 

 ⑵ 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 第１

項及び第２項の規定による額 

４ 前項の規定は、新たに給料表の適用を受ける職

員（国又は他の地方公共団体の職員であった者か

ら引き続き給料表の適用を受ける職員となった者

で、新幹線鉄道等を利用する距離が片道５０キロ

メートル以上の者に限る。）となった者のうち、

第１項第１号又は第３号に掲げる職員で、当該適

用の直前の住居（当該住居に相当するものと 

 して別で定める住居を含む。）からの通勤のため、

 新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金

等を負担することを常例とするもの（人事交流等

により給料表の適用を受けることとなった職員に

限る。）その他前項の規定による通勤手当を支給

される職員との権衡上必要があると認められるも

のとして管理者が定める職員の通勤手当の額の算

出について準用する。 

５ 第１項第２号又は第３号に掲げる職員で、駐車

場等を利用し、その料金を負担することを常例と

するもの（第２項第２条に定める職員を除く。）

の通勤手当の額は、前４項の規定にかかわらず、

次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各

号に定める額とする。 

 ⑴ 駐車場等に係る通勤手当 次に掲げる場合の

区分に応じ、それぞれ次に定める額（その額が

５，０００円を超える場合にあっては、５，０

００円）とする。ただし、定年前再任用短時間

勤務職員、育児休業法第１０条第３項の規定に

より同条第１項に規定する育児短時間勤務の承

認を受けた職員（同法第１７条の規定による短

時間勤務をすることとなった職員を含む。）又

は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に

関する法律第２条第２項に定める短時間勤務職

員であって、１月当たりの通勤所要回数の平均

が１０回に満たない職員には、当該各号に定め

る額に１００分の５０を乗じて得た額（その額

に１円未満の端数がある場合にあってはその端

数を切り捨てた額とし、その額が２，５００円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

を超える場合にあっては、２，５００円）とす

る。  
  ア １の駐車場等を利用する場合 次に掲げる

場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

   （ア） 月を単位として駐車場等の料金が定めら

れている場合 当該料金の額 

   （イ） 駐車場等の料金を定める期間（月又は年

によって定めた期間に限る。）が２以上の

月にわたる場合 当該料金の額をそのわた

る月の数で除して得た額（その額に１円未

満の端数があるときは、その端数を切り捨

てた額） 

イ ２以上の駐車場等を利用する場合 それぞ 

れの駐車場等について前号（ア）及び（イ）に定める 

額を合計した額 

⑵ 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前４ 

項の規定による額 

６ 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除し

て得た額（交通機関等が２以上ある場合において

は、その合計額）、第１項第２号に定める額、特

別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除し

て得た額（新幹線鉄道等が２以上ある場合におい

ては、その合計額）及び前項第１号に定める額の 

 合計額が１５万円を超える職員の通勤手当の額は、

 第２項から前項までの規定にかかわらず、当該職 

員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い 

支給単位期間につき、１５万円に当該支給単位期 

間の月数を乗じて得た額とする。 

７ ［略］ 

８ 職員は、新たに給与条例第８条の職員たる要件

を具備するに至った場合、勤務公署、住居、通勤

経路、通勤方法若しくは駐車場等を変更し、駐車

場の利用を開始し若しくは終了し若しくは通勤の

ため負担する運賃等の額に変更があった場合若し

くは第３項各号の職員たる要件を欠くに至った場

合には、別に定める通勤届により、その通勤の実

情を速やかに管理者に届け出なければならない。 

９ ［略］ 

１０ 管理者は、職員から前２項の規定による届出

があったときは、その届出に係る事実を通勤用定

期乗車券（これに準ずるものを含む。以下「定期

券」という。）の提示又は第１項第１号に定める

駐車場等たる要件を具備していること及び駐車場

等の料金を証明する書類の提出を求める等の方法

により確認し、その者が給与条例第８条の職員た

る要件を具備するときは、その者に支給すべき通

勤手当の月額を決定し、又は改定しなければなら

ない。 

１１ 給与条例第８条第１号に規定する通勤するこ

とが著しく困難である職員は、地方公務員災害補

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ ［略］ 

４ 職員は、新たに給与条例第８条の職員たる要件

を具備するに至った場合又は勤務公署、住居、通

勤経路及び通勤方法を変更し、若しくは通勤のた

め負担する運賃等の額に変更があった場合には、

別に定める通勤届により、その通勤の実情を速や

かに管理者に届け出なければならない。 

 

 

５ ［略］ 

６ 管理者は、職員から前２項の規定による届出が

あったときは、その届出に係る事実を通勤用定期

乗車券（これに準ずるものを含む。以下「定期券

」という。）の提示を求める等の方法により確認

し、その者が給与条例第８条の職員たる要件を具

備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月

額を決定し、又は改定しなければならない。 

 

 

 

７ 給与条例第８条第１号に規定する通勤すること

が著しく困難である職員は、地方公務員災害補償



 

 

償法施行規則（昭和４２年自治省令第２７号）別

表第３に掲げる程度の障害のため歩行することが

困難な職員で、普通交通機関等を利用し、又は自

動車等を使用しなければ通勤することが著しく困

難であると管理者が認めるものとする。 

１２ 普通交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、

 時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理

的と認められる通常の通勤の経路及び方法により

算出するものとする。 

１３ ［略］ 

１４ 前項ただし書に該当する場合の運賃等相当額

は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普

通交通機関等について、次項各号に定める額との

均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出し

た額の総額（その額に１円未満の端数があるとき

は、その端数を切り捨てた額）とする。 

１５ 運賃等相当額は、前項に該当する場合を除く

ほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に

応じ、当該各号に定める額（その額に１円未満の

端数があるときは、その端数を切り捨てた額）と

する。 

 ⑴ 定期券を使用することが最も経済的かつ合理

  的であると認められる普通交通機関等 次に掲

  げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

  ア・イ ［略］ 

 ⑵ 回数乗車券等を使用することが最も経済的か

  つ合理的であると認められる普通交通機関等当

  該回数乗車券等の通勤２１回分（交替制勤務に

  従事する職員等にあっては、平均１月当たりの

  通勤所要回数分）の運賃等の額 

 ⑶ 管理者の定める普通交通機関等 管理者の定

  める額 

１６ ［略］ 

１７ 通勤手当は、支給単位期間（次項に掲げる通

勤手当に係るものを除く。）又は当該各号に定め

る期間（第２２項第１項第２号及び第２９項にお

いて「支給単位期間等」という。）に係る最初の

月の給料の支給日に支給する。ただし、給料の支

給日までにこの手当に係る事実が確認できない等

のため、その日に支給することができないときは

その日後に、職員が離職し、又は死亡したときは

その際支給することができる。 

１８ 通勤手当の支給単位期間は、１月当たりの運

賃等相当額等（第２項第３号に掲げる職員に係る

ものを除く。）、第１項第１号に定める額（第２

項第２号に掲げる職員に係るものを除く。）、特

別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除し

て得た額（新幹線鉄道等が２以上ある場合におい

ては、その合計額）及び第５項に定める額の合計

額（第２２項各号において「１月当たりの通勤手

法施行規則（昭和４２年自治省令第２７号）別表

第３に掲げる程度の障害のため歩行することが困

難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等

を使用しなければ通勤することが著しく困難であ

ると管理者が認めるものとする。 

８ 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、

 距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認

められる通常の通勤の経路及び方法により算出す

るものとする。 

９ ［略］ 

１０ 前項ただし書に該当する場合の運賃等相当額

は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交

通機関等について、次項各号に定める額との均衡

を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額

の総額（その額に１円未満の端数があるときは、

その端数を切り捨てた額）とする。 

１１ 運賃等相当額は、前項に該当する場合を除く 

 ほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、

 当該各号に定める額（その額に１円未満の端数が

あるときは、その端数を切り捨てた額）とする。 

 

 ⑴ 定期券を使用することが最も経済的かつ合理

  的であると認められる交通機関等 次に掲げる

  場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

ア・イ ［略］ 

 ⑵ 回数乗車券等を使用することが最も経済的か

  つ合理的であると認められる交通機関等 当該

  回数乗車券等の通勤２１回分（交替制勤務に従

  事する職員等にあっては、平均１月当たりの通

  勤所要回数分）の運賃等の額 

 ⑶ 管理者の定める交通機関等 管理者の定める

  額 

１２ ［略］ 

１３ 通勤手当は、支給単位期間（次項各号に掲げ

る通勤手当に係るものを除く。）又は当該各号に

定める期間（第２５項において「支給単位期間等

」という。）に係る最初の月の給料の支給日に支

給する。ただし、給料の支給日までにこの手当に

係る事実が確認できない等のため、その日に支給

することができないときはその日後に、職員が離

職し、又は死亡したときはその際支給することが

できる。 

１４ 通勤手当の支給単位期間は、次の各号に掲げ

る通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間

とする。 

 ⑴ 職員が２以上の交通機関等を利用するものと

  して第１項第１号に定める額の通勤手当を支給

  される場合（次号に該当する場合を除く。）に

  おいて、１月当たりの運賃等相当額等が５万５ 

  ，０００円を超えるときにおける当該通勤手当



 

 

当算出基礎額」という。）が１５万円を超えると

きにおける通勤手当とし、支給単位期間は、その

者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も

長い支給単位期間とする。 

 

 

 

 

１９ ［略］ 

２０ ［略］ 

   その者の当該通勤手当に係る支給単位期間の

  うち最も長い支給単位期間 

 ⑵ 職員が第１項第１号及び第２号に定める額の

  通勤手当を支給される場合において、１月当た

  りの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額

  が５万５，０００円を超えるときにおける当該

  通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単

  位期間のうち最も長い支給単位期間 

１５ ［略］ 

１６ ［略］ 

２１ 通勤手当を支給される職員につき、次の各号 

 のいずれかの事由が生じた場合には、当該職員に、

 支給単位期間（１月の支給単位期間を除く。）の

 うちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して次

 項に定める額を返納させるものとする。 

 ⑴ ［略］ 

 ⑵ 通勤経路、通勤方法若しくは駐車場等を変更

し、駐車場等の利用を開始し若しくは終了し、

又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐

車場等の料金の額に変更があったことにより、

通勤手当の額が改定される場合 
⑶ 月の中途において法第２８条第２項の規定に 

より休職にされ、法第２９条第１項の規定によ 

り停職にされ、専従許可を受け、外国派遣条例 

第２条第１項の規定により派遣され、育児休業 

法第２条の規定により育児休業をし、配偶者同 

行休業条例第２条の規定により配偶者同行休業 

をし、又は自己啓発等休業条例第２条の規定に 

より自己啓発等休業をした場合（これらの期間 

の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は 

職務に復帰することとなる場合を除く。第２７ 

項において「派遣等となった場合」という。） 

⑷ ［略］ 

２２ 前項の規定により返納させる額は、次の各号

に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額

とする。 

 ⑴ １月当たりの通勤手当算出基礎額が１５万円

以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応

じ、それぞれ次に定める額 

 

 

 

  ア イに掲げる場合以外の場合 前項第２号に

掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由

に係る交通機関等又は新幹線鉄道等（同号の

改定後に１月当たりの通勤手当算出基礎額が

１５万円を超えることとなるときは、その者

の利用する全ての交通機関等及び新幹線鉄道

等）、同項第１号、第３号又は第４号に掲げ

る事由が生じた場合にあってはその者の利用

１７ 通勤手当を支給される職員につき、次の各号 

 のいずれかの事由が生じた場合には、当該職員に、

 支給単位期間（１月の支給単位期間を除く。）の

 うちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して次

 項に定める額を返納させるものとする。 

⑴ ［略］ 

⑵ 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通 

勤のため負担する運賃等の額に変更があったこ 

とにより、通勤手当の額が改定される場合 

 

 

⑶ 月の中途において法第２８条第２項の規定に

より休職にされ、法第２９条第１項の規定によ

り停職にされ、専従許可を受け、外国派遣条例

第２条第１項の規定により派遣され、育児休業

法第２条の規定により育児休業をし、配偶者同

行休業条例第２条の規定により配偶者同行休業

をし、又は自己啓発等休業条例第２条の規定に

より自己啓発等休業をした場合（これらの期間

の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は

職務に復帰することとなる場合を除く。第２３

項において「派遣等となった場合」という。） 

 ⑷ ［略］ 

１８ 前項の規定により返納させる額は、次の各号

に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額

とする。 

 ⑴ １月当たりの運賃等相当額等（第２項第１号

に掲げる職員にあっては、１月当たりの運賃等

相当額及び第１項第２号に定める額の合計額。

以下この項において同じ。）が５万５，０００

円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に

応じ、それぞれ次に定める額 

ア イに掲げる場合以外の場合 前項第２号に 

掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由 

に係る交通機関等（同号の改定後に１月当た 

りの運賃等相当額等が５万５，０００円を超 

えることとなるときは、その者の利用する全 

ての交通機関等）、同項第１号、第３号又は 

第４号に掲げる事由が生じた場合にあっては 

その者の利用する全ての交通機関等につき、 



 

 

する全ての交通機関等及び新幹線鉄道等につ

き、使用されるべき通用期間の定期券の運賃

等及び特別料金等の払戻しを、管理者の定め

る月（以下この条において「事由発生月」と

いう。）の末日にしたものとして得られる額

（次号において「払戻金相当額」という。） 

イ 第１４項第１号又は第２号に掲げる通勤手 

当を支給されている場合（ウに掲げる場合を 

除く。） ５万５，０００円に事由発生月の 

翌月から同項第１号若しくは第２号に定める 

期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た 

額又はその者の利用する全ての普通交通機関 

等についての払戻金相当額及び管理者の定め 

る額の合計額のいずれか低い額（事由発生月 

が当該期間に係る最後の月である場合にあっ 

ては、零） 

ウ ［略］ 

 ⑵ １月当たりの通勤手当算出基礎額が１５万円

を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応

じ、それぞれ次に定める額 

  ア イに掲げる場合以外の場合 １５万円に事

由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最

後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各

号に掲げる事由に係る普通交通機関等及び新

幹線鉄道等についての払戻金相当額の合計額

並びに管理者の定める額の合計額のいずれか

低い額（事由発生月が支給単位期間に係る最

後の月である場合にあっては、零） 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  イ ［略］ 

２３ 第２１項の規定により職員に前項に定める額

を返納させる場合においては、事由発生月の翌月

以降に支給される給与から当該額を差し引くこと

ができる。 

使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の 

払戻しを、管理者の定める月（以下この条に 

おいて「事由発生月」という。）の末日にし 

たものとして得られる額（次号において「払 

戻金相当額」という。） 

 

イ 第１４項第１号又は第２号に掲げる通勤手 

当を支給されている場合（ウに掲げる場合を 

除く。） ５万５，０００円に事由発生月の 

翌月から同項第１号若しくは第２号に定める 

期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た 

額又はその者の利用する全ての交通機関等に 

ついての払戻金相当額及び管理者の定める額 

の合計額のいずれか低い額（事由発生月が当 

該期間に係る最後の月である場合にあって 

は、零） 

ウ ［略］ 

⑵ １月当たりの運賃等相当額等が５万５，００ 

０円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分 

に応じ、それぞれ次に定める額 

ア イ及びウに掲げる場合以外の場合 ５万５ 

，０００円に事由発生月の翌月から支給単位

  期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た

  額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関

  等についての払戻金相当額のいずれか低い額

  （事由発生月が支給単位期間に係る最後の月

  である場合にあっては、零） 

 

イ 第１４項第１号又は第２号に掲げる通勤手 

当を支給されている場合（ウに掲げる場合を 

除く。）５万５，０００円に事由発生月の翌 

月から同項第１号若しくは第２号に定める期 

間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額 

又はその者の利用する全ての交通機関等につ 

いての払戻金相当額及び管理者の定める額の 

合計額のいずれか低い額（事由発生月が当該 

期間に係る最後の月である場合にあっては、 

零） 

ウ ［略］ 

１９ 第１７項の規定により職員に前項に定める額

を返納させる場合においては、事由発生月の翌月

以降に支給される給与から当該額を差し引くこと

ができる。 

２４ 第１項第１号に規定する期間は、次の各号に

掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に

応じ、当該各号に定める期間とする。 

 ⑴ 定期券を使用することが最も経済的かつ合理 

的であると認められる普通交通機関等又は新幹 

線鉄道等 次に掲げる場合の区分に応じ、それ 

ぞれ次に定める期間 

２０ 第１項第１号に規定する期間は、次の各号に

掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定め

る期間とする。 

⑴ 定期券を使用することが最も経済的かつ合理 

的であると認められる交通機関等 次に掲げる 

場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間 

 



 

 

  ア イに掲げる場合以外の場合 交通機関等又

は新幹線鉄道等における定期券の通用期間の

うちそれぞれ最も長いものに相当する期間。

ただし、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金

等に係る通勤手当を支給されている場合であ

って、普通交通機関等に係る定期券及び新幹

線鉄道等に係る定期券が一体として発行され

ているときにおける当該交通機関等にあって

は、当該新幹線鉄道等の利用に係る特別料金

等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当

する期間 

イ ［略］ 

⑵ 回数乗車券等を使用することが最も経済的か 

つ合理的であると認められる普通交通機関等若 

しくは新幹線鉄道等又は第１５項第３号の管理 

者の定める普通交通機関等 １月 

２５ 前項第１号に掲げる普通交通機関等又は新幹

線鉄道等について、同号に定める期間に係る最後

の月の前月以前に、法第２８条の６第１項の規定

による退職その他の離職をすること、長期間の研

修等のために旅行をすること、勤務態様の変更に

より通勤のため負担する運賃等の額に変更がある

ことその他管理者の定める事由が生じることが同

号に定める期間に係る最初の月の初日において明

らかである場合には、当該事由が生じることとな

る日の属する月（その日が月の初日である場合に

あっては、その日の属する月の前月）までの期間

について、前項の規定にかかわらず、同項の規定

に準じて支給単位期間を定めることができる。 

ア イに掲げる場合以外の場合 交通機関等に 

おける定期券の通用期間のうちそれぞれ最も 

長いものに相当する期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ ［略］ 

 ⑵ 回数乗車券等を使用することが最も経済的か 

つ合理的であると認められる交通機関等又は第 

１１項第３号の管理者の定める交通機関等 １ 

月 

２１ 前項第１号に掲げる交通機関等について、同

号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法

第２８条の６第１項の規定による退職その他の離

職をすること、長期間の研修等のために旅行をす

ること、勤務態様の変更により通勤のため負担す

る運賃等の額に変更があることその他管理者の定

める事由が生じることが同号に定める期間に係る

最初の月の初日において明らかである場合には、

当該事由が生じることとなる日の属する月（その

日が月の初日である場合にあっては、その日の属

する月の前月）までの期間について、前項の規定

にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間

を定めることができる。 

２６ 支給単位期間は、第１９項の規定により通勤

手当の支給が開始される月又は第２０項の規定に

より通勤手当の額が改定される月から開始する。 

２２ 支給単位期間は、第１５項の規定により通勤

手当の支給が開始される月又は第１６項の規定に

より通勤手当の額が改定される月から開始する。 

２７ ［略］ 

２８ ［略］ 

２９ ［略］ 

２３ ［略］ 

２４ ［略］ 

２５ ［略］ 

３０ 管理者は、現に通勤手当の支給を受けている

職員について、その者が給与条例第８条の職員た

る要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適

正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示若

しくは第１項第１号に定める駐車場等たる要件を

具備していること及び駐車場等の料金を証明する

書類の提出を求め、又は通勤の実情を実地に調査

する等の方法により、随時確認するものとする。 

２６ 管理者は、現に通勤手当の支給を受けている

職員について、その者が給与条例第８条の職員た

る要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適

正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を

求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法

により、随時確認するものとする。 

  

 （管理職員特別勤務手当）  （管理職員特別勤務手当） 

第１８条 管理職員特別勤務手当の額は、給与条例

第１２条第１項の規定による勤務１回につき、１

万２，０００円を超えない範囲内において、次の

各号に掲げる別表第３手当額の欄に定める額の区

分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、

第１８条 管理職員特別勤務手当の額は、給与条例

第１２条第１項の規定による勤務１回につき、１

万２，０００円を超えない範囲内において、次の

各号に掲げる別表第３手当額の欄に定める額の区

分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、



 

 

勤務に従事した時間が６時間を超える勤務にあっ

ては当該額に１００分の１５０を、４時間に満た

ない勤務にあっては当該額に１００分の５０を乗

じて得た額とする。 

⑴ １４５，０００円から１２０，０００円まで

  １２，０００円 

⑵ １０８，０００円から８０，０００円まで

１０，０００円 

 ⑶ ［略］ 

２ 給与条例第１２条第２項の規定による勤務１回

の手当の額は、６，０００円を超えない範囲内に

おいて、次の各号に掲げる別表第３手当額の欄に

定める額の区分に応じ、当該各号に定める額とす

る。 

⑴ １４５，０００円から１２０，０００円まで

   ６，０００円 

⑵ １０８，０００円から８０，０００円まで  

５，０００円 

⑶ ［略］ 

３ 次に掲げる場合には、給与条例第１２条第２項 

 の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

 この場合において、職員がした同項の勤務は、同

条第１項の勤務とみなす。 

勤務に従事した時間が６時間を超える勤務にあっ

ては当該額に１００分の１５０を、４時間に満た

ない勤務にあっては当該額に１００分の５０を乗

じて得た額とする。 

⑴ １３７，０００円から１１２，０００円まで

  １２，０００円 

⑵ １００，０００円から７７，０００円まで 

１０，０００円 

⑶ ［略］ 

２ 給与条例第１２条第２項の規定による勤務１回

の手当の額は、６，０００円を超えない範囲内に

おいて、次の各号に掲げる別表第３手当額の欄に

定める額の区分に応じ、当該各号に定める額とす

る。 

⑴ １３７，０００円から１１２，０００円まで

   ６，０００円 

⑵ １００，０００円から７７，０００円まで 

  ５，０００円 

⑶ ［略］ 

３ 給与条例第１２条第１項の勤務をした後、引き

続いて同条第２項の勤務をした指定管理職員（給

与条例第４条に規定する指定管理職員をいう。）

には、その引き続く勤務に係る同項の規定による

管理職員特別勤務手当を支給しない。 

⑴ 条例第１２条第１項の勤務をした後、引き続 

いて同条第２項の勤務をした場合 

 

⑵ 条例第１２条第２項の勤務をした後、引き続 

いて同条第１項の勤務をした場合 

 

４ ［略］ 

 

４ ［略］ 

 

別表１を次のように改める 



１　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級 ６　級 ７　級 ８　級

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円

1 191,600 267,300 301,000 332,100 371,700 411,400 500,800 551,300

2 192,800 268,800 302,600 333,700 374,000 413,900 506,500 556,800

3 193,900 270,300 304,200 335,300 376,200 416,300 512,000 562,300

4 195,000 271,800 305,800 336,900 378,400 418,700 517,300 567,800

5 196,100 273,300 307,300 338,500 380,600 421,100 522,400 573,300

6 197,600 274,800 308,900 340,100 382,800 423,600 527,300 578,800

7 199,100 276,300 310,500 341,700 385,000 426,000 532,000 584,300

8 200,600 277,800 312,100 343,300 387,200 428,400 536,500 589,800

9 202,100 279,300 313,600 344,900 389,400 430,800 540,800

10 203,900 280,800 315,200 346,500 391,600 433,200

11 205,600 282,200 316,800 348,100 393,800 435,600

12 207,300 283,700 318,400 349,700 396,000 438,000

13 209,000 285,100 319,900 351,300 398,200 440,400

14 210,800 286,500 321,500 352,900 400,400 442,700

15 212,500 287,900 323,100 354,500 402,600 445,000

16 214,200 289,300 324,700 356,100 404,800 447,300

17 215,900 290,700 326,200 357,700 407,000 449,500

18 217,700 292,100 327,800 359,300 409,200 451,800

19 219,400 293,500 329,400 360,900 411,300 454,100

20 221,100 294,900 331,000 362,500 413,500 456,400

21 222,800 296,300 332,500 364,100 415,600 458,600

22 224,600 297,700 334,100 365,700 417,700 460,200

23 226,300 299,000 335,600 367,300 419,800 461,700

24 228,000 300,400 337,200 368,900 421,900 463,300

25 229,700 301,700 338,700 370,500 423,900 464,800

26 231,000 303,000 340,300 372,100 425,800 466,400

27 232,300 304,300 341,800 373,700 427,600 467,900

28 233,600 305,600 343,400 375,300 429,500 469,500

29 234,900 306,800 344,900 376,900 431,300 471,000

30 236,200 308,000 346,500 378,500 432,800 472,500

31 237,400 309,200 348,000 380,100 434,300 473,900

32 238,600 310,400 349,600 381,700 435,800 475,400

33 239,800 311,600 351,100 383,200 437,200 476,800

34 241,000 312,800 352,700 384,800 438,500 478,000

35 242,200 314,000 354,200 386,400 439,800 479,100

36 243,400 315,200 355,800 388,000 441,100 480,300

37 244,600 316,300 357,300 389,500 442,300 481,400

38 245,800 317,500 358,900 391,100 443,600 482,600

39 247,000 318,700 360,400 392,600 444,800 483,700

40 248,200 319,900 362,000 394,200 446,100 484,900

41 249,300 321,000 363,500 395,700 447,300 486,000

42 250,500 322,200 365,100 397,300 448,100 487,000

別表第１（第６条関係）

企　　業　　職　　給　　料　　表

 職員の
 区分

　 職務の
　 　　級
号給

定年前
再任用
短時間
勤務職
員以外
の職員



43 251,700 323,400 366,600 398,800 448,900 487,900

44 252,900 324,600 368,100 400,300 449,700 488,900

45 254,000 325,700 369,600 401,800 450,400 489,800

46 255,200 326,900 371,100 403,100 451,100 490,500

47 256,400 328,100 372,600 404,300 451,800 491,200

48 257,600 329,300 374,100 405,600 452,500 491,900

49 258,700 330,400 375,600 406,800 453,200 492,500

50 259,900 331,600 376,900 408,000 453,800

51 261,100 332,800 378,200 409,100 454,400

52 262,300 334,000 379,500 410,300 455,000

53 263,400 335,100 380,800 411,400 455,500

54 264,600 336,300 381,900 412,200 456,000

55 265,800 337,500 382,900 412,900 456,500

56 267,000 338,700 383,900 413,700 457,000

57 268,100 339,800 384,900 414,400 457,400

58 269,300 340,800 385,900 415,100 457,900

59 270,400 341,800 386,800 415,700 458,400

60 271,600 342,800 387,700 416,300 458,900

61 272,700 343,800 388,600 416,900 459,300

62 273,800 344,700 389,500 417,500 459,800

63 274,900 345,500 390,400 418,100 460,200

64 276,000 346,400 391,300 418,700 460,600

65 277,100 347,200 392,100 419,200 461,000

66 278,200 348,000 392,900 419,800 461,500

67 279,200 348,800 393,700 420,300 461,900

68 280,200 349,600 394,500 420,800 462,300

69 281,200 350,400 395,300 421,300 462,700

70 282,100 351,200 396,000 421,700 463,100

71 282,900 351,900 396,700 422,000 463,400

72 283,700 352,700 397,400 422,300 463,700

73 284,500 353,400 398,100 422,600 464,000

74 285,300 354,200 398,800 422,900 464,400

75 286,100 354,900 399,500 423,200 464,700

76 286,900 355,600 400,200 423,500 465,000

77 287,700 356,300 400,800 423,800 465,300

78 288,500 357,000 401,400 424,100

79 289,300 357,600 402,000 424,400

80 290,100 358,300 402,600 424,700

81 290,900 358,900 403,100 424,900

82 291,500 359,400 403,600 425,200

83 292,100 359,900 404,100 425,400

84 292,700 360,400 404,600 425,700

85 293,300 360,800 405,000 425,900

86 293,700 361,300 405,400 426,200

87 294,000 361,800 405,800 426,400

88 294,400 362,300 406,200 426,700

89 294,700 362,700 406,600 426,900



90 363,200 407,000

91 363,600 407,400

92 364,100 407,800

93 364,500 408,200

94 365,000 408,600

95 365,400 409,000

96 365,900 409,400

97 366,300 409,800

98 366,800 410,200

99 367,200 410,600

100 367,700 411,000

101 368,100 411,300

基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円

228,500 256,600 279,500 302,700 319,200 340,400 374,800 423,500

定年前
再任用
短時間
勤務職
員



 

 

別表第３を次のように改める。 



別表第３（第８条関係）

職務の級 職 手当額

局長 １４５，０００円

理事（管理者が定めるものに限る。） １３５，０００円

理事 １２７，０００円

部長 １２０，０００円

副理事（管理者が定めるものに限る。） １０８，０００円

副理事 １００，０００円

次長

参事（管理者が定めるものに限る。）

参事 ８２，０００円

課長又は所長

水道工事検査監

副参事（管理者が定めるものに限る。）

副参事 ６５，０００円

備考　この表は、さいたま市職員の管理職手当に関する規則（平成１３年さいたま市規則第４１号）別表に準拠したものである。

９６，０００円

８０，０００円

８級

７級

６級

５級



 

 

別表第４を次のように改める。 



別表第４（第２８条関係）

号給 給料月額 報酬時間額
円 円

1 184,800 1,305
2 186,100 1,314
3 187,200 1,322
4 188,300 1,330
5 189,500 1,339
6 191,100 1,350
7 192,800 1,362
8 194,400 1,373
9 196,000 1,384

10 197,800 1,397
11 199,600 1,410
12 201,300 1,422
13 203,100 1,435
14 204,900 1,447
15 206,700 1,460
16 208,400 1,472
17 210,200 1,485
18 212,000 1,498
19 213,800 1,510
20 215,500 1,522
21 217,300 1,535
22 219,100 1,548
23 220,900 1,560
24 222,700 1,573
25 224,400 1,585
26 225,700 1,594
27 227,100 1,604
28 228,400 1,613
29 229,800 1,623
30 231,100 1,632
31 232,300 1,641
32 233,700 1,651
33 234,900 1,659
34 236,300 1,669
35 237,500 1,678
36 238,800 1,687
37 240,100 1,696
38 241,300 1,705
39 242,500 1,713
40 243,800 1,722
41 245,000 1,731
42 246,300 1,740
43 247,500 1,748
44 248,700 1,757
45 250,000 1,766
46 251,200 1,774
47 252,400 1,783
48 253,700 1,792
49 254,900 1,801
50 256,200 1,810
51 257,400 1,818
52 258,600 1,827
53 259,900 1,836
54 261,100 1,844
55 262,300 1,853

　　会計年度任用職員企業職給料表



56 263,600 1,862
57 264,800 1,871
58 266,000 1,879
59 267,200 1,888
60 268,400 1,896
61 269,600 1,905
62 270,800 1,913
63 271,900 1,921
64 273,200 1,930
65 274,300 1,938
66 275,400 1,945
67 276,600 1,954
68 277,700 1,962
69 278,700 1,969
70 279,800 1,977
71 280,700 1,983
72 281,600 1,989
73 282,500 1,996
74 283,500 2,003
75 284,400 2,009
76 285,300 2,015
77 286,300 2,023
78 287,200 2,029
79 288,100 2,035
80 289,000 2,042
81 290,000 2,049
82 290,800 2,054
83 291,500 2,059
84 292,200 2,064
85 293,000 2,070
86 293,500 2,073
87 293,900 2,076
88 294,300 2,079
89 294,700 2,082

　備考　フルタイム会計年度任用職員には給料月額欄を、パートタイム会計年
　　度任用職員には報酬時間額欄を適用する。



 

 

第２条 さいたま市水道局企業職員の給与に関する規程（平成１３年さいたま市水道

部企業管理規程第２８号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

  ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

  ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

  ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（扶養手当） 

第９条 扶養手当の月額は、給与条例第５条第２項

第１号に該当する扶養親族（以下この条において

「扶養親族たる子」という。）については１人に

つき１３，０００円、同項第２号から第５号まで

のいずれかに該当する扶養親族については１人に

つき６，５００円とする。 

 

２～１１ ［略］ 

（扶養手当） 

第９条 扶養手当の月額は、給与条例第５条第２項

第１号に該当する扶養親族については３，０００

円、同項第２号に該当する扶養親族（以下この条

において「扶養親族たる子」という。）について

は１人につき１１，５００円、同項第３号から第

６号までのいずれかに該当する扶養親族について

は１人につき６，５００円とする。 

２～１１ ［略］  

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第１条中第１１条第１項

第２号及び第２条の規定は、令和９年４月１日から施行する。 

 （号給の切替え） 

２ 令和８年４月１日（以下「切替日」という。）の前日において第１条の規定によ

る改正前のさいたま市水道局企業職員の給与に関する規程（以下「改正前の給与規

程」という。）別表第１の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてそ

の者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切

替日における号給（以下「新号給」という。）は、切替日の前日においてその者が

属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給（以下「旧号給」と

いう。）に応じて同表に定める号給とする。 

 （切替日前の異動者の号給の調整） 

３ 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び管理者の定めるこれに準じる



 

 

ものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準

じるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者

が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 

４ 暫定再任用短時間勤務職員（暫定再任用職員であって地方公務員法（昭和２５年

法律第２６１号）第２２条の４第１項に規定する短時間勤務の職を占めるものをい

う。）は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規程による改正後のさい

たま市水道局企業職員の給与に関する規程（以下「改正後の給与規程」という。）

第１２条第５項第１号の規定を適用する。   

 （施行日前から引き続き支給されている通勤手当に関する経過措置） 

５ この規程の施行の日（以下「施行日」という。）前から引き続き職員（改正前の

給与規程第１２条第１項第１号に規定する１月当たりの運賃等相当額（改正前の給

与規程第１２条第２項第３号に掲げる職員に係るものを除き、２以上の交通機関等

（さいたま市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例等の一部を改正す

る条例（令和８年さいたま市条例第３０号）第１条の規定による改正前のさいたま

市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第８条第１項第１号に規定す

る交通機関等をいう。以下この項において同じ。）を利用するものとして通勤手当

を支給される場合にあっては、その合計額。以下この項及び次項において「改正前

の１月当たりの運賃等相当額」という。）及び改正前の給与規程第１２条第１項第

２号に規定する額（同条第２項第２号に掲げる職員に係るものを除く。以下この項

において「改正前の自動車等の利用に係る額」という。）をその支給単位期間（改

正前の給与規程第１２条第１項第１号に規定する支給単位期間をいう。次項におい

て同じ。）の月数で除して得た額の合計額が１５万円を超えている職員を除く。）

に支給されている通勤手当のうち交通機関等及び改正前の給与規程第８条第２号に

規定する自動車等に係る通勤手当（改正前の１月当たりの運賃等相当額及び改正前

の自動車等の利用に係る額の合計額が５万５，０００円を超える場合のものであっ

て、施行日の前日及び施行日を含む支給単位期間等（改正前の給与規程第１３条に

規定する支給単位期間等をいう。）に係るものに限る。）については、なお従前の

例による。 

６ 前項の規定によりなお従前の例によることとされた通勤手当を支給されている職



 

 

員には、当該通勤手当が支給されている間、改正前の１月当たりの運賃等相当額及

び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額から５万５，０００円を減じて得た額

を、支給単位期間を１月とする通勤手当として支給する。 

（駐車場等を利用している職員に関する経過措置） 

７ 施行日前から駐車場等（改正後の給与規程第１２条第１項第１号に規定する「駐

車場等」をいう。）を利用している職員であって、引き続き当該駐車場等を利用す

ることにより施行日において同項の職員たる要件を具備するに至った者は、改正後

の規程第１２条第８項の規定の例により、その実情を届け出なければならない。 

  

  



　附則別表（附則第２項関係）　
　　号給の切替表

1 1 1
2 1 1
3 1 1
4 1 1
5 1 1
6 1 1
7 1 1
8 1 1
9 1 1
10 1 1
11 1 1
12 1 1
13 1 2
14 1 2
15 2 2
16 2 3
17 2 3
18 3 3
19 3 4
20 4 4
21 4 4
22 4 5
23 5 5
24 5 5
25 5 5
26 5
27 6
28 6
29 6
30 6
31 6
32 7
33 7
34 7
35 7
36 7
37 7
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
49
49
49
49
49
49
49
49

52

６級 ７級 ８級

47
48
49
50
51

46

35
36
37
38
39
40

53
54
55
56
57

41
42
43
44
45

34

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

22

13
14
15
16
17
18
19
20
21

11
12

旧号給
職務の級

5
6
7
8
9
10

1
2
3
4


